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令和元年度事業報告 

 

ユニバーサル制度が稼働してから１３年が経過し、支援機関ではこれまで交

付金の交付及び負担金の徴収等支援業務を実施してきたが、令和元年度は以下

の体制及び実施方法により同業務の円滑かつ的確な推進と制度の更なる定着に

努めた。 

 

１ 支援業務実施体制の確保 

 

支援業務室に関する事務を執り行うため支援業務室に専任の職員として、室

長をはじめ３名を配置した。 

  また、専用事務スペースや支援業務諮問委員会等に使用する会議室(共用)

を確保するとともに、事務処理用のパソコン、鍵付き書庫など専用の器具及び

備品を配備した。 

 

２ 支援業務の実施方法 

 

（１）支援業務諮問委員会の運営 

 

電気通信事業法（以下「法」という。）第１１３条第２項の規定に基づき、

以下の通り支援業務諮問委員会を開催し、協会会長の諮問事項について審議

し、適当である旨の答申をいただいた。 

 

① 第４０回支援業務諮問委員会（平成３１年４月２３日開催） 

   諮問事項：修正合算番号単価等の算定について 

② 第４１回支援業務諮問委員会（令和元年９月１９日開催） 

   諮問事項：番号単価の算定、交付金及び負担金の額等の総務大臣への

認可申請等について 

③ 第４２回支援業務諮問委員会（令和２年２月２５日開催） 

   諮問事項：令和２年度事業計画及び収支予算案について 

 

また、支援業務諮問委員会委員について任期中であるが交代の申し出があ 

り、法第１１３条第３項の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、会長が後 

任の委員を任命した。 

 

（２）交付金の交付及び負担金の徴収に係る業務の的確な実施 

 



  合算番号単価は２円、修正合算番号単価は３円となった。これらの単価を適

用して、令和元年度において徴収が必要な金額６５．９億円を負担対象事業者

２０社から徴収し、これを適格電気通信事業者に交付金として交付するとと

もに支援業務費に充当した。 

  令和元年度の合算番号単価２円は１月から６月分の算定対象電気通信番号

数に、また、修正合算番号単価３円は同年７月から１２月分の算定対象電気通

信番号数にそれぞれ適用し、各月の番号数分に係る負担金の算定・徴収を行っ

た。 

また、次のとおり２名の公認会計士による外部監査を厳正に実施した。 

 

①  令和元年５月に平成３０度決算についての監査を受け、「適正に処理され

ている」旨の監査報告書を受理した。 

②  令和元年１１月に令和元年度中間決算についての監査を受け、「適正に処

理されている」旨の報告を受けた。 

 

（３）交付金の額及び負担金の額等に係る認可申請等の円滑な実施 

 

関係法令に基づき、以下のとおり合算番号単価及び番号単価（以下「番号 

単価等」という。）を算定するとともに、交付金の額及び交付方法並びに負担

金の額及び徴収方法の認可申請を行い、申請のとおり認可を受けた。これらの

案件については、その都度報道発表を行うとともに関係電気通信事業者への通

知等を行った。 

 

①  交付金の額及び交付方法並びに負担金の額及び徴収方法 

令和２年度における交付金の額及び交付方法並びに負担金の額及び徴収

方法について、法第１０９条第１項及び第１１０条第２項の規定に基づき令

和元年９月１９日付けで総務大臣に認可申請を行い、同年１１月１８日に認

可となった。 

  なお、交付金及び負担金の額の算定に当たっては、令和元年９月６日及び１

０日に会計監査人（公認会計士２名）による確認監査を受け、「適正なもので

ある」との確認書を受理した。 

 

②  番号単価等の算定 

平成３１年４月には、総務省告示第４２９号（平成１８年７月３１日）に基

づき、平成３０年９月に算定した番号単価等について、令和元年７月から１２

月末までの予測算定対象電気通信番号の総数の合計等を基に修正番号単価等

の算定を行った。その結果、最終算定月が令和２年３月になると見込まれたこ

とから合算番号単価を２円から３円への修正等を行った。 



また、令和元年９月に、令和２年の予測算定対象電気通信番号の総数の合計

等を基に令和２年度に適用する番号単価等の算定を行い、合算番号単価を２円

とした。 

 

（４）効果的な周知・広報活動の実施 

 

ユニバーサルサービス制度の周知徹底のため、次のような取組を実施した。 

①  親子見学・説明会 

  夏休みの期間を利用した親子見学・説明会を熊本市内において令和元年８

月に開催した。親子見学・説明会には１９組３８名の親子が参加し、資料及び

ＤＶＤによるユニバーサルサービス制度の説明や公衆電話のかけ方の体験、

ＮＴＴのとう道・通信施設や熊本市消防局広域防災センターの消防局指令管

制室の見学を実施し、ユニバーサルサービスについての理解を深めていただ

いた。 

②  報道発表 

平成３１年４月２４日には令和元年度における番号単価等の修正について、

令和元年９月２０日には令和２年度に適用する番号単価等の算定結果と令

和２年度の交付金・負担金の額等の認可申請及び認可について、令和元年１

１月１９日には当該交付金・負担金の額等の認可についての報道発表を行い

情報の公開に努めた。 

③  新聞広告による周知 

令和元年７月から適用する修正合算番号単価について同年６月１１日から

１２日まで、令和２年１月から適用する合算番号単価について令和元年１２

月１６日から１７日まで、それぞれ全国５紙の朝刊に半２サイズの広告を掲

載し、ユニバーサルサービス制度に関する周知を行った。 

④  ＷＥＢ広告 

令和元年７月から適用する修正合算番号単価について同年６月１日から１

ヶ月間、また、令和２年１月から適用する合算番号単価について令和２年１

月１日から１ヶ月間、それぞれ共同通信社と全国紙・地方紙の新聞社約５０

社が共同運営する「４７ＮＥＷＳ＆アドネットワーク」のポータルサイトに

スーパーバナー広告を掲載し、ユニバーサルサービス制度に関する周知を行

った。 

⑤  パンフレット等による周知 

令和元年度のユニバーサルサービス制度の概要に係るパンフレットについ

て、合算番号単価等の修正を踏まえ、６月に４，０００枚を追加作成し、ま

た令和２年１月からの合算番号単価を踏まえたユニバーサルサービス制度

の概要に係るパンフレットについて、１１月に４，０００枚を作成し、それ

ぞれ電気通信事業者及び総務省（総合通信局等を含む。）に配布し、制度の周



知を図った。 

⑥  負担対象事業者による周知広報活動への支援 

令和元年７月及び令和２年１月からそれぞれ適用する番号単価等の額等に

ついて共通Ｑ＆Ａの作成・配布等を行ったほか、事業者説明会を適宜開催す

るなど、事業者による周知広報活動の支援を行った。 

 

（５）円滑な問い合わせ対応の実施 

 

電気通信事業者や一般利用者からの問い合わせ等に即応するためコールセ

ンターを開設しているが、令和元年度の問い合わせ状況は合算番号単価の修正

があったこと等もあり年間１１９件と増加し、修正がなかった前年度の問い合

わせ件数（７９件）と比べて、１．５倍となった。 

なお、当該問い合わせ対応において、特段の混乱は生じなかった。 

 

３ その他の事項 

 

（１）独立性の確保 

   

  情報の管理を徹底し公正性を担保するため、支援業務を専担する支援業務

室に専任の職員を配置することで、組織的独立性を確保した。さらに、明確な

区分経理により会計を整理することで、他の業務との会計上の独立性を確保

した。 

 

（２）効率的な業務執行体制の整備と関係事務の円滑な推進 

 

支援業務を円滑かつ効率的に実施する視点から、引き続き業務執行体制を堅

持しながら効率化を図るとともに、関係規程類の整備や関係機関等との連携に

努めた。 

 

（３）情報公開の実施 

 

支援機関の財務状況、番号単価や交付金及び負担金に係る情報、電気通信事

業者のユニバーサルサービス料の設定状況、その他の支援業務に関する情報に

ついて、ホームページ等を活用して公開することにより透明性の確保に努めた。 


